平成18年４月３日

横須賀市に登録（委託）をしている市内事業者の皆様へ

横 須 賀 市 財 政 部 長

平成１８年度の新しい入札制度の運用等のお知らせ
横須賀市の入札・契約につきまして、日頃よりご協力いただき、厚く御礼申し上げます。　
平成１８年度の新しい入札制度の運用等についてお知らせしますので、ご一読の上、今年度の入札・契約につきましても、引き続きご理解ご協力をいただきたく、お願いいたします。
記

1． 談合等不正行為への対策強化について
２． 平均額型最低制限価格の平均額算出対象の変更について
（担当は、財政部契約課  吉田 046-822-8167）

１　談合等不正行為への対策強化
①　談合等不正行為に対する指名停止措置について、平成１８年度から、市が発注した案件における談合の場合は６ヶ月から１２ヶ月へ、その他の談合は３ヶ月から６ヶ月へ強化します。

2 市が発注した案件において談合等不正行為があった場合の違約金（契約約款に「談合その他不正行為に対する賠償額の予定」と記載）を、１０％から１５％に強化します。

③ 本年１月に施行された改正独占禁止法において、新たに課徴金減免制度（通称、リーニエンシー）が導入されました。これは、自ら違反事実を申告した者の課徴金を減免する制度で、本市では、この制度の趣旨を勘案し、平成１８年度から同様の減免措置を講じることとします。リーニエンシーにより課徴金を免除された者は、指名停止及び違約金を免除し、50％減額された者、30％減額された者については、それぞれ同様の率で指名停止期間及び違約金額を軽減します。
２　平均額型最低制限価格の平均額算出対象の変更について

平成１６年度から実施した平均額型最低制限価格の平均額算出対象数は、入札金額の低い方から５者（応札者が、５者未満の場合は、最低制限価格を設けない。）としていました。しかし、入札参加者の減少や工種及び案件ごとの参加者数のばらつきを考慮すると、平均額算出対象者数を固定的に決めるのではなく、参加者数に対する割合で決めるほうが合理的です。

ついては、平成１８年度から平均額算出は、入札金額の低い方から６割の札を対象とします。６割の算定は、参加者数に０．６を乗じて、少数点がある場合は切り上げとします。
なお、最低制限価格は、平均額に０．８５を乗じた額（ただし、「準市内業者」や「市外業者」が参加可能な案件の場合には、平均額に０．８を乗じた額。）となります。また、入札参加者が５者未満の場合は、従来のとおり最低制限価格を設けません。
【例】入札参加者が①１０者の場合と②１７者の場合の平均額算出対象者数

1 １０者　×　０．６　＝　６者　
この場合は、低い方から６者を平均額算出対象とします。
2 １７者　×　０．６　＝　１０．２者（切り上げ）　＝　１１者
この場合は、低い方から１１者を平均額算出対象とします。
